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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 平成 13(受)751 原審裁判所名 名古屋高等裁判所 

事件名 求償金請求事件 原審事件番号 平成 12(ネ)681 

裁判年月日 平成 15 年 3 月 14 日 原審裁判年月日 平成 13 年 1 月 30 日 

法廷名 最高裁判所第二小法廷   

裁判種別 判決   

結果 破棄差戻   

判例集等 民集 第 57 巻 3 号 286 頁   

 

判示事項 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務

の消滅時効を援用することの可否 

裁判要旨 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は，主債

務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれ

を援用することはできない。 

 

全 文 

主    文 

 原判決中上告人の被上告人に対する請求を棄却した部分を破棄する。 

 前項の部分につき，本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。 

理    由 

上告代理人古田修の上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について 

１ 原審の確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。 

(1)ア 株式会社Ｄ銀行は，昭和５６年１２月１０日，Ｅ製函株式会社に対し，３５０万円

を利息年９．８％，損害金年１４％の約定で貸し付けた。 

イ Ｆ信用金庫は，昭和５８年９月２０日，Ｅ製函に対し，５００万円を利息年８．５％，

損害金年１４％の約定で貸し付けた。 

(2) 上告人は，Ｅ製函から，上告人が代位弁済したときは代位弁済額に対する弁済の日の

翌日から年１４．６％の割合による損害金を支払うとの約定で保証の委託を受け，上記各貸付

日ころ，上記各金融機関との間で，Ｅ製函の上記各貸付金債務を保証する旨の契約をした。 

(3) 被上告人は，上告人との間で，上記各貸付日ころ，上記各保証委託に基づきＥ製函が

上告人に対して負担すべき求償債務について連帯保証する旨の契約をした。 

(4) Ｅ製函は，昭和５８年１２月１３日，破産宣告を受けた。 

(5) 上告人は，同月１５日，Ｄ銀行に対して上記(1)アの貸付金の残元利金２４０万９６６

５円を，Ｆ信用金庫に対して同イの貸付金の残元利金４９８万９４６７円を弁済し，上記各貸

付金の元利金を完済した。 

(6) 上告人は，昭和５９年１月１０日，Ｅ製函の破産手続において，上記各貸付金の残元

金と破産宣告の日の前日までの利息金について債権の届出をしたところ，債権調査期日にお

いて破産管財人らから異議がなかったので，その旨債権表に記載された。 

(7) Ｅ製函の破産手続は，最後配当を終わり，平成元年４月１４日，破産終結決定がされ，

同年５月２日，その旨公告がされた。 

(8) 上告人は，被上告人ほかから，上記(1)アの貸付金に係る求償債権について，平成７年

４月２８日まで第１審判決別紙損害金計算書１のとおり合計２４０万９６６５円の支払を受
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け，同イの貸付金に係る求償債権について，平成５年９月３０日まで同損害金計算書２のとお

り合計４９８万９４６７円の支払を受けた。これらは上記各求償債権の元金に充当され，これ

により各元金は完済された。しかし，上告人は，上記各求償債権の遅延損害金については支払

を受けていない。 

(9) 上告人は，平成１０年１１月１８日，本件訴訟を提起した。 

２ 本件は，上告人が被上告人に対し，上記１(3)の各連帯保証契約に基づき，上記各求償

債権の遅延損害金の合計額である５８１万７０２０円の支払を求めるものである。これに対

し，被上告人は，主債務の消滅時効を援用し，本件訴訟提起時においては，被上告人の保証債

務は主債務の時効消滅に伴い消滅していたと主張した。 

３ 原審は，前記事実関係の下において，上記各求償債権のうち平成５年１１月１８日以前

に生じた遅延損害金債権は破産終結後本件訴訟提起時までに時効消滅しており，被上告人の

連帯保証債務も主債務である上記遅延損害金債務の時効消滅に伴って消滅したものと判断

し，上告人の請求を９万２５５０円の限度で認容し，その余を棄却した。 

４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりで

ある。 

会社が破産宣告を受けた後破産終結決定がされて会社の法人格が消滅した場合には，これ

により会社の負担していた債務も消滅するものと解すべきであり，この場合，もはや存在しな

い債務について時効による消滅を観念する余地はない。この理は，同債務について保証人のあ

る場合においても変わらない。したがって，【要旨】破産終結決定がされて消滅した会社を主

債務者とする保証人は，主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したこと

を主張して時効の援用をすることはできないものと解するのが相当である。 

ところが，原審は，これと異なる見解に立ち，破産終結決定がされ主債務者の法人格が消滅

した後に主債務の一部が時効消滅し，被上告人の保証債務の一部もこれに伴って消滅したも

のと判断し，この消滅時効の援用を認め，上告人の被上告人に対する請求を一部棄却した。こ

の原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があ

り，原判決中上告人の被上告人に対する請求を棄却した部分は破棄を免れない。そして，記録

によれば，被上告人は主債務の消滅時効を主張するとともに保証債務の時効消滅をも主張し

ているものと解する余地があり，また，上告人が被上告人による保証債務の承認を主張してい

ることは記録上明らかであるから，本件については，これらの点について更に審理を尽くさせ

る必要があり，上記部分につき，本件を原審に差し戻すのが相当である。 

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。 

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄 裁判官 

滝井繁男） 

 

 

※参考：判例タイムズ 1120 号 100 頁、判例時報 1821 号 31 頁、金融商事判例 1170 号 20 頁 


